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参考法令 
 
 
１．食品安全基本法（平成１５年法律第４８号）抜粋 
第二十四条 
関係各大臣は、次に掲げる場合には、委員会の意見を聴かなければならない。

ただし、委員会が第十一条第一項第一号に該当すると認める場合又は関係各大臣

が同項第三号に該当すると認める場合は、この限りでない。 
一 食品衛生法第六条第二号ただし書（同法第六十二条第二項において準用する

場合を含む。）に規定する人の健康を損なうおそれがない場合を定めようとする

とき、同法第七条第一項から第三項までの規定による販売の禁止をしようとし、

若しくは同条第四項の規定による禁止の全部若しくは一部の解除をしようとす

るとき、同法第九条第一項の厚生労働省令を制定し、若しくは改廃しようとする

とき、同法第十条に規定する人の健康を損なうおそれのない場合を定めようとす

るとき、同法第十一条第一項（同法第六十二条第二項において準用する場合を含

む。）の規定により基準若しくは規格を定めようとするとき、同法第十一条第三

項に規定する人の健康を損なうおそれのないことが明らかである物質若しくは

人の健康を損なうおそれのない量を定めようとするとき、同法第十八条第一項

（同法第六十二条第三項において準用する場合を含む。）の規定により基準若し

くは規格を定めようとするとき、又は同法第五十条第一項の規定により基準を定

めようとするとき。 
（略） 
３ 第一項に定めるもののほか、関係各大臣は、食品の安全性の確保に関する施

策を策定するため必要があると認めるときは、委員会の意見を聴くことができる。 
 
 
２．食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）抜粋 

第七条  （略） 

② 厚生労働大臣は、一般に食品として飲食に供されている物であつて当該物の通

常の方法と著しく異なる方法により飲食に供されているものについて、人の健康

を損なうおそれがない旨の確証がなく、食品衛生上の危害の発生を防止するため

必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その物を食

品として販売することを禁止することができる。 

 


